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 総則 

第1節 目的と構成 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号）第 42 条の規定に基づい

て、読谷村災害対策に関し、おおむね次の事項を定め、もって総合的かつ計画的な防災行政の推

進を図り、防災の万全を期すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

構成 災害対策 

本計画の目的、想定する災害、防災関係機関等の役割分担、防災

対策の基本方針及び計画の見直し・推進体制等の基本的事項 

第 2 編 地震・津波編 
地震・津波に対する予防計画、応急対策計画、災害復旧・復興計

画 

第 3 編 風水害等編 

台風や大雨による洪水・高潮・土砂災害・風害（竜巻を含む）、大

規模火災、林野火災、危険物等災害、不発弾等災害、原子力災

害、道路事故災害、航空機事故災害及び海上災害に関する予防計

画、応急対策計画及び復旧・復興計画 

資料編 各編に関係する資料・様式 
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第2節 用語 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる

ものとする。 

 

 

 

  

基本法 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）をいう。 

救助法 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）をいう。 

県防災計画 沖縄県地域防災計画をいう。 

村防災計画 読谷村地域防災計画をいう。 

県本部 沖縄県災害対策本部をいう。 

現地本部 沖縄県現地災害対策本部をいう。 

地方本部 沖縄県災害対策地方本部をいう。 

村本部  読谷村災害対策本部をいう。 

村本部長 読谷村災害対策本部長をいう。 
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第3節 本村の概況 

 

本村は、沖縄本島中部の西側にあって東シナ海に面し、那覇市より北に 28ｋｍに位置する。

北は恩納村、東は沖縄市、南は嘉手納町に隣接している。村の東部から中央部までは、丘陵をな

し、東シナ海へ緩やかに傾斜している。村域は、残波岬を突端にして東シナ海へカギ状に突き出

た半島状の形状をなし、沖縄本島の幹線道路である国道 58 号が本村を縦断している。 

 

■位置図 
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本村の総面積は、35.28ｋ㎡で、沖縄県の総面積の約１.５％であり、県内で 18 番目の大きさ

である。その内 12.59ｋ㎡が米軍提供施設となっており総面積の約 36％を占めている。また、

可住地面積は 26.61ｋ㎡、耕地面積は８.54ｋ㎡、林野面積は８.56ｋ㎡となっている。 

資料編（第 1 編 第 1 章）3－１参照 

 

東は海抜 200ｍの読谷岳を頂点に南におおむね緩やかな丘陵傾斜地となり、西は 130ｍの座喜

味城跡を頂点にカルスト台地が広がり、段丘が海岸へ続いている。 

地質は、ほとんどが珊瑚石灰土層や、国頭礫層でわずかながら東部に粘土岩土壌が分布して

いる。 

 

 

気候は、高温多湿・多雨で、気温の年日較差が小さい亜熱帯海洋性であり、年平均気温は 23℃

前後、年降水量は 1,800ｍｍ程度である。2014 年には、１日最大 297.５ｍｍの雨量を観測して

いる。  

夏と冬の季節風の交替は顕著であり、夏は太平洋高気圧の中で南～南東の風が吹き蒸し暑い

晴天の日が多く、熱帯夜が続く。冬は大陸高気圧の張出しで北～北東風が吹き曇雨天の日が多

い。  

自然災害をもたらす主な大気現象は、台風、大雨及び干ばつである。沖縄地方は最盛期の台風

の通り道に当たり、暴風雨や高波等を伴って、本村においても大きな被害が起きている。 

 

資料編（第 1 編 第 1 章）3－２参照 
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比謝川は、本村と嘉手納町との境界を流れ、流域面積 50ｋ㎡、流路延長 14.5ｋｍの県内では

最大規模の河川の一つである。また、村内には、比謝川と合流する長田川、恩納村との境界にあ

る長浜川がある。比謝川は２級河川、長田川及び長浜川は普通河川である。 

 

 

人口及び世帯は 1983 年以降毎年１～２％程度の伸び率で増加している。平成 30 年における

本村の人口は 41,375 人、世帯数 16,196 世帯となっている。 

しかし、老年人口は昭和 50 年では７.７％だったが平成 20 年では 16.１％平成 27 年では 18.

５％と増加しており、高齢化が進んでいる。  

資料編（第 1 編 第 1 章）3－3 参照 

資料編（第 1 編 第 1 章）3－4 参照 

 

 

■区域別の人口及び世帯数（平成 30 年４月末現在） 

（字別住民基本台帳人口及び外国人登録人口） 

  

字名 

住民人口（日本人） 世帯数 

合計 男 女 合計 
内訳 

日本人 外国人 複数戸籍 

伊良皆 2,700 1,341 1,359 1,091 1,091 1,060 13 

上地 698 359 339 287 284 ３ ０ 

宇座 523 258 265 226 221 ９ ６ 

大木 2,260 1,102 1,158 895 856 28 11 

大湾 2,137 1,086 1,051 861 841 ７ 13 

喜名 3,526 1,762 1,764 1,300 1,277 15 ８ 

儀間 504 254 250 203 195 ５ ３ 

座喜味 3,463 1,665 1,798 1,433 1,388 25 20 

瀬名波 1,576 797 779 645 626 12 ７ 

楚辺 4,553 2,218 2,335 1,814 1,776 17 21 

高志保 2,950 1,454 1,496 1,089 1,071 10 ８ 

渡具知 985 502 483 397 358 31 ８ 

渡慶次 1,811 891 920 679 666 ７ ６ 

都屋 1,485 751 734 691 671 ９ 11 

長浜 3,248 1,574 1,674 1,360 1,287 49 24 

波平 3,411 1,662 1,749 1,323 1,301 13 ９ 

比謝 1,784 911 873 719 707 ６ ６ 

比謝矼 94 47 47 41 41 ０ ０ 

古堅 3,049 1,472 1,577 1,142 1,117 ６ 19 

小計 40,757 20,106 20,651 16,196 15,733 270 193 

外国人 618 378 240 

合計 41,375 20,484 20,891 
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第4節 災害の記録・想定 

本計画は、本村の気象、地勢及び地質等の地域特性によって起こる災害を検討した結果、次に

掲げる規模の災害を想定の基本として策定した。 

ただし、平成 23 年に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）、1771 年の八重山地震

津波（明和大津波）の教訓から、歴史に学ぶ最大クラスの地震・津波からの避難についても、村

内全域で可能な限り対策を講じる必要がある。 

 

 

 

 

襲来年月日昭和 32 年９月 25 日、26 日 

最大風速 47.０ｍ／ｓ（那覇） 

最大瞬間風速 61.４ｍ／ｓ（那覇） 

降水量 70.７ｍｍ（那覇、25～26 日） 

死傷者・行方不明者 193 名（うち死者及び行方不明者 131 名） 

住宅全半壊 16,091 戸 

 

 

襲来年月日昭和 41 年９月５日 

最大風速 60.８ｍ／ｓ（宮古島） 

最大瞬間風速 85.３ｍ／ｓ（宮古島） 

降水量 297.４ｍｍ（宮古島、３～６日） 

死傷者 41 名 

住宅全半壊 7,765 戸 

 

 

襲来年月日平成 15 年９月 10 日、11 日 

最大風速 38.４ｍ／ｓ（宮古島） 

最大瞬間風速 74.１ｍ／ｓ（宮古島） 

降水量 470.０ｍｍ（宮古島、９～12 日） 

死傷者 94 名（うち死者１名） 

住宅全半壊 102 棟（うち全壊 19 棟） 

  



第１編 基本編 

第１章 総則 

 

1-7 

 

 

発生年月日 平成 18 年６月 10 日 

発生場所 沖縄県中頭郡中城村字北上原及び安里地内 

降雨状況 先行降雨量 533 ㎜（５／１～６／９） 

集中降雨量 88 ㎜（６／10） 

地すべり規模 平均高さ 30ｍ（最大 42ｍ）、長さ 約 335ｍ 

移動土量 約 34 万㎥、地すべり面積 ５万６千㎡ 

地すべり幅 最大 260ｍ 

人的被害 なし 

道路損壊 県道 35 号線延長 140ｍ、村道坂田線延長 100ｍ 

 

 

 

 

  

対象 想定台風の経路 浸水予測 

本島沿岸域 

①沖縄本島西側を北上 

②沖縄本島南側を西進 

③沖縄本島東側を北上 

本島南部では海岸に沿って広がっている

低地、本島北部や周辺諸島では海岸や河川

に沿って点在する低地が浸水。 
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資料編（第 1 編 第 1 章）4－1 参照  

 

本村の地震防災・減災対策の数値目標の基礎となる大規模地震・津波による物的・人的被害量

等について、「沖縄県地震被害想定調査」（平成 25 年度）に基づき、被害の概要を以下にまとめ

る。 

 

 

 

 

  

地震・津波被害予測の想定地震一覧 

想定地震 

マグニ

チュー

ド 

ゆれ等の特徴（予測最大震度） 備考 

沖縄本島南部断層系 ７.０ 
沖縄本島南部において震度が大き
い（７） 

前回調査（平成 21

年度）より 

伊祖断層 ６.９ 
那覇市周辺において震度が大きい
（７） 

石川－具志川断層系 ６.９ 
沖縄本島中南部において震度が大
きい（７） 

沖縄本島南部スラブ内 ７.８ 
沖縄本島南～中部において震度が
大きい（６強） 

八重山諸島南西沖地震 ８.７ 津波浸水深の最大値を示す（６弱） 

平成 23・24 年度津

波被害想定調査より 

八重山諸島南方沖地震 ８.８ 津波浸水深の最大値を示す（６弱） 

八重山諸島南東沖地震 ８.８ 津波浸水深の最大値を示す（６弱） 

沖縄本島南東沖地震 ８.８ 津波浸水深の最大値を示す（６弱） 

沖縄本島東方沖地震 ８.８ 津波浸水深の最大値を示す（６弱） 

久米島北方沖地震 ８.１ 
久米島、粟国島において震度が大き
い（６強） 

沖縄本島北西沖地震 ８.１ 
伊平屋島、伊是名島において震度が
大きい（６弱） 

沖縄本島南東沖地震３

連動 
９.０ 

沖縄本島及び周辺島嶼広域におい
て震度が大きい（６強） 

八重山諸島南方沖地震

３連動 
９.０ 

先島諸島広域において震度が大き
い（６強） 

沖縄本島北部スラブ内 ７.８ 
沖縄本島中～北部において震度が
大きい（６強） 

平成 25 年度に新規

設定 
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想定項目 死者

［人］ 

津波 

重傷者 

［人］

津波 

軽傷者

［人］ 

津波 

避難者（避難所内）［人］ 全壊 

［棟］ 

津波 

半壊

［棟］

津波 

断水 

［人］ 

都市ガ

ス停止

［戸］ 

下水道 

被害

［人］ 

停電 

［軒］ 

通信機能

障害 

［回線］ 

想定地震 
直後 １週間後 

沖縄本島南部断層系による地

震 
０ １ 18 32 26 10 103 ０ ０ 1,687 ０ ０ 

伊祖断層による地震 ５ 37 204 471 392 376 997 ０ ０ 2,187 1,478 708 

石川－具志川断層系による地

震 
10 69 308 775 646 697 1,448 ０ ０ 2,377 2,674 1,290 

沖縄本島南部スラブ内地震 ８ 61 340 782 652 619 1,666 ０ ０ 2,193 3,806 1,804 

八重山諸島南西沖地震 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

八重山諸島南方沖地震 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

八重山諸島南東沖地震 ０ ０ ８ 12 10 １ 44 ０ ０ 1,041 ０ ０ 

沖縄本島南東沖地震 
15 

(15) 

92 

(83) 

250 

(161) 
772 297 

174 

(81) 

605 

(136) 
261 ０ 5,521 374 292 

沖縄本島東方沖地震 １ 11 88 170 142 91 469 ０ ０ 1,687 39 23 

久米島北方沖地震 
17 

(17) 

108 

(105) 

243 

(203) 
398 148 

79 

(46) 

295 

(75) 
148 ０ 5,521 243 203 

沖縄本島北西沖地震 ０ ４ 34 63 52 27 188 ０ ０ 1,687 ０ ０ 

沖縄本島南東沖地震３連動 
28 

(24) 

175 

(141) 

505 

(273) 
1,070 559 

425 

(75) 

1,293 

(120) 
242 ０ 5,521 2,829 1,433 

八重山諸島南方沖地震３連動 ０ １ 18 25 2 １ 101 ０ ０ 1,211 ０ ０ 

沖縄本島北部スラブ内地震 ５ 43 271 596 496 435 1,358 ０ ０ 2,183 3,032 1,428 

 注：（津波）の欄は津波による被害数である           

参考資料：平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（読谷村） 
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県による避難計画等の基礎となる津波の浸水想定区域、津波到達時間等について、概要を次

にまとめる。 

 

 

■「沖縄県津波・高潮被害想定調査」（平成 18・19 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

 
波源位置（モデル名） マグニチュード 

断層長さ 

（ｋｍ） 
断層幅（ｋｍ） 

１ 沖縄本島北方沖（Ｃ01） ７.８ 80 40 

２ 沖縄本島南東沖（Ｄ01Ｗ） ７.８ 80 40 

３ 沖縄本島南西沖（Ｈ９ＲＦ） ７.８ 80 40 

４ 久米島南東沖（Ｃ02） ７.８ 80 40 

５ 久米島北方沖２（Ｂ04Ｅ） ７.８ 80 40 

６ 宮古島東方沖（Ｃ04Ｗ） ７.８ 80 40 

７ 宮古島南東沖（Ｄ06Ｎ） ７.８ 80 40 

８ 宮古島西方沖（Ｃ05Ｅ） ７.８ 80 40 

９ 石垣島東方沖１（Ｃ06Ｗ） ７.８ 80 40 

10 石垣島東方沖２（ＮＭ11） ７.８ 60 30 

11 石垣島南方沖（ＩＭ00） ７.７ 40 20 

12 石垣島北西沖（Ａ03Ｎ） ７.８ 80 40 

13 与那国島北方沖（Ａ01Ｎ） ７.８ 80 40 

14 与那国島南方沖（ＧＹＡＫ） ７.９ 100 50 

 「沿岸の最大水位」：沿岸の沖合で最大となる津波の水位 

 「影響開始時間」：沿岸の沖合の水位が、地震発生時から 50ｃｍ上昇するまでの時間 

 「津波到達時間」：津波第一波のピークが沿岸の沖合に到達するまでの時間 

 「最大遡上高」：津波が到達する最も高い標高 
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■切迫性の高い津波浸水想定結果（全県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：沖縄県津波・高潮被害想定調査（平成 20 年３月）  
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■切迫性の高い津波浸水想定結果（読谷村） 

参考資料：沖縄県津波・高潮被害想定調査（平成 20 年３月）  
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■「沖縄県津波被害想定調査」（平成 24 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

※１：マグニチュードはモーメントマグニチュードである。 

※２：1771 年八重山地震津波の再現モデルである。 

※３：地すべりを再現したパラメータであるため、マグニチュードで示すことができない。 

  

Ｎｏ 断層名 断層長さ 断層幅 すべり量 
マグニチュード

（※１） 

① 八重山諸島南西沖地震 270km 70km 20m ８.７ 

② 八重山諸島南方沖地震（※２） 300km 70km 20m ８.８ 

③ 八重山諸島南東沖地震 300km 70km 20m ８.８ 

④ 沖縄本島南東沖地震 300km 70km 20m ８.８ 

⑤ 沖縄本島東方沖地震 300km 70km 20m ８.８ 

⑥ 石垣島南方沖地震（※２） 
40km 20km 20m ７.８ 

15km 10km 90m (※３) 

⑦ 石垣島東方沖地震（※２） 60km 30km 20m ８.０ 

⑧ 与那国島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑨ 石垣島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑩ 多良間島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑪ 宮古島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑫ 読谷北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑬ 沖縄本島北西沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑭ 沖縄本島南方沖地震 100km 50km 12m ８.２ 

⑮ 沖縄本島北東沖地震 100km 50km 12m ８.２ 

⑯ ３連動八重山諸島南方沖地震 

200km 70km 20m 

９.０ 175km 70km 20m 

300km 70km 20m 
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■平成 24 年度最大クラスの津波浸水想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：沖縄県津波被害想定調査（平成 25 年３月）  
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■「沖縄県津波被害想定調査」（平成 26 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

Ｎｏ 断層名 断層長さ 断層幅 すべり量 
マグニチュード

（※１） 

① 八重山諸島南西沖地震 270km 70km 20m ８.７ 

② 八重山諸島南方沖地震（※２） 300km 70km 20m ８.８ 

③ 八重山諸島南東沖地震 300km 70km 20m ８.８ 

④ 沖縄本島南東沖地震 100km 50km 12m ８.２ 

⑤ 沖縄本島南東沖地震（※４） 100km 50km 12m ８.２ 

⑥ 沖縄本島東方沖地震 100km 50km 12m ８.２ 

⑦ 沖縄本島北東沖地震 100km 50km 12m ８.２ 

⑧ 石垣島南方沖地震（※２） 
40km 20km 20m ７.８ 

15km 10km 90m ―(※３) 

⑨ 石垣島東方沖地震（※２） 60km 30km 20m ８.０ 

⑩ 与那国島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑪ 石垣島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑫ 多良間島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑬ 宮古島北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑭ 読谷北方沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑮ 沖縄本島北西沖地震 130km 40km ８m ８.１ 

⑯ ３連動 
八重山諸島南

方沖地震 

200km 70km 20m 

９.０ 175km 70km 20m 

300km 70km 20m 

※１：マグニチュードはモーメントマグニチュードを示す。 

※２：1771 年八重山地震津波の再現モデルである。 

※３：地滑りを再現したパラメータであるため、モーメントマグニチュードで示すことができ

ない。 

※４：1791 年の地震の再現モデル。 
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■平成 26 年度最大クラスの津波浸水想定結果（全県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：沖縄県津波浸水想定（平成 27 年３月） 
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■平成 26 年度最大クラスの津波浸水想定結果（読谷村） 

参考資料：沖縄県津波浸水想定（平成 27 年３月）   
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第5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

本村の当該地域を管轄する指定地方行政機関、読谷村、沖縄県、指定公共機関、指定地方公共

機関、県内の公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者等が防災に関し処理すべき事務

又は業務の大綱は、おおむね次のとおりである。 
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ア 農業用ダムやため池、かんがい用樋門、たん水防除施設等の整備、防災管理に関すること 

イ 農地及び農業用施設の災害調査及び災害復旧に関すること 
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第6節 村民等の責務 

村民及び各地域の自治会、自主防災組織並びに事業者の防災上の基本的責務は次のとおりと

する。 
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 基本方針 

第1節 災害の想定と防災計画の基本的な考え方 

 

 

 

東日本大震災の教訓を踏まえて、これまでの切迫性の高い地震・津波の想定に加えて、発

生頻度は極めて低いものの科学的知見からあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津

波も考慮する必要がある。このため、今後の地震・津波対策では、二つのレベルの地震・津

波を想定する。 

一つはこれまでの調査から発生確率が高いと考えられる地震・津波で、第１章第４節３の

「（１）津波浸水想定」に示す地震・津波である。 

もう一つは歴史的見地等から想定される最大クラスの地震・津波で、発生頻度は極めて低

いものの甚大な被害をもたらすものであり、平成 23 年（2011 年）東北沖地方太平洋沖地震

や明和８年（1771 年）八重山地方大地震による大津波などがあげられ、第１章第４節３「（２）

大規模津波浸水想定」に示す今後明らかにしていく地震・津波である。 

なお、地震・津波の想定にあたっては古文書等の資料の分析、地形・地質の調査、津波堆

積物調査及び海岸地形の調査等の科学的知見に基づく調査を通じて、できるだけ過去に遡っ

て地震・津波の発生等をより正確に調査するとともに、地震活動の長期評価を行っている地

震調査研究推進本部との連携に留意する。 

 

地球温暖化による気候変動等から大雨、洪水、高潮及び土砂災害等の自然災害リスクが高

まっており、集中豪雨等の被害が多発している。洪水や土砂災害については水防法や土砂災

害防止法等に基づいて危険区域を想定しているが、想定を超えるはん濫や大規模な土砂崩壊

が発生する可能性もある。 

このため、地震・津波と同様に発生頻度は極めて低いものの、科学的知見からあらゆる可

能性を考慮して、最大クラスの風水害についても想定する必要がある。 

また、大規模事故災害については、海上、航空機、原子力艦等の災害のほか、モノレール

や海底トンネルが開通したことを考慮し、鉄軌道やトンネルでの大規模事故も想定していく

必要がある。 

 

 

なお、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界が

あることに留意する。 

 

また、地震を原因とする津波だけでなく、火山の噴火又は大規模な地すべり等を原因と

する津波もありうることにも留意する。 
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村は、県及び指定地方公共機関等と連携し、災害及び被害想定の結果に基づき防災計画を検

討する必要がある。 

 検討においては、自然災害を完全に封ずることには無理があるため、被害を最小化する「減

災」の考え方に立つとともに、本村の地域特性を踏まえた被害想定に基づいて減災目標を策定

する。 

 また、想定のレベルや地域の社会構造に応じて、次の点に留意して効果的で実効性の高い計

画にすることが重要である。 
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※１ 要配慮者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全

な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、災

害時要援護者ともいう。一般的に高齢者、障がい者、外国人、妊産婦及び乳幼児等が

あげられる。 

※２ 避難行動要支援者とは、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難で、特に

支援を要する人々をいう。 
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 防災対策の基本理念及び施策の概要 

本村は、台風等による風水害の発生や周辺海域での地震・津波等が懸念されるとともに、人口

増加、増加する高齢者や観光客等の社会的条件を併せ持つ。そのため、村民の生命、身体及び財

産を災害から保護する防災対策は、行政上最も重要な施策である。 

防災施策は、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方に基づいて、

たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また、経済的被害ができるだけ少

なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害時の社会経済活動の停滞を最小限にとどめ

ることが重要である。 

このため、災害対策の実施に当たっては、村及び指定公共機関、国、県がそれぞれの機関の果

たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図るものとする。併せて、

村、国、県を中心に、住民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災

組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、村、国、県、公共機関、事業

者、住民等が一体となって最善の対策をとるものとする。 

なお、防災対策には、時間の経過とともに、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対

策の３段階があり、それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 

各段階における基本理念及びこれに則り実施すべき施策の概要は、以下のとおりである。 

 

 

複合災害による厳しい事態の発生に対処できるように、最新の科学的知見を総動員して起こ

り得る災害及びそれによる被害を的確に想定し、可能な限りの備えを行う必要がある。 

また、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、

ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせる必要がある。 

さらに、村民一人ひとりが防災に対する意識を高め、自らの命と生活を守れるよう、村民の防

災行動力の向上を促進するとともに、地域の組織や団体が積極的に地域を守るような社会の構

築を推進する。 

その他、災害に強い地域経済を確保するため、企業や組織の事業継続、物資等の供給網の確

保、相互支援の取り組み等を促進する。 

以上を踏まえ、災害予防段階における基本理念及び施策の概要は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

  



第 1 編 基本編 

第２章 基本方針 

1-33 

 

 

 

 

 

 

迅速かつ正確な情報収集・伝達・共有を可能とする平時からの備え・訓練を行い、的確に状況

を把握・想定し、適時に判断・対応できるようにする。 

また、被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する。 

以上を踏まえ、災害応急段階における基本理念及び施策の概要は以下のとおりとする。なお、

防災関係機関は災害応急対策従事者の安全確保に十分配慮するものとする。 
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被災地域の特性等を踏まえ、より良い地域社会を目指した普及・復興対策を推進することと

し、災害復旧・復興段階における基本理念及び施策の概要は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村、県及び公共機関等は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的事項について推進

を図るとともに、防災関係機関同士や村民等の間及び村民等と行政の間で防災情報が共有でき

るように必要な措置を講ずるものとする。 

 

第3節 本村の特殊性等を考慮した重要事項 

本村は、人口増加による都市化が進むことが予想される。海岸部においては、津波に対する防

災上不利な地理的条件があるなど、防災対策の重点を位置づける必要がある。 

また、東日本大震災の検証は現在も続いており、これを踏まえた防災計画の検討は時間を有

する事項も多くある。このため、村民の津波被害対策や防災教育及び防災訓練の充実等、村民の

生命を守るソフト対策を優先して早急に取り組むことが重要である。 

また、耐震化及び津波防御施設の整備等のハード対策についても、中長期課題として位置づ

ける必要がある。 
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 地域防災計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認める

ときは、これを修正する。したがって、各防災関係機関は、関係ある事項について、修正しよう

とする場合は、計画修正案を読谷村防災会議（総務課）に提出するものとする。 

 

 

本計画は、想定した災害の諸形態を考慮して村内の防災に関する事項を網羅的に示している。

計画の見直しに当たっては、本村の自然的及び社会的な条件等を勘案して各事項を検討のうえ、

必要な事項を記載する。また、特殊な事情がある場合は、適宜必要な事項を付加する。 

 総務課は、この計画を効果的に推進するため、又、本計画に基づく対策の推進に最大限努力

し、制度等の整備及び改善等を実施する。関係各課との連携及び他機関との連携を図り、次の対

策を実施する。 

 

■計画推進のための対策 

 

 

いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保するため

には、行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等に

よる共助が必要である。個人、家庭、地域、企業及び団体等社会の様々な主体は、相互に連携し

て日常的に減災のための行動と投資を息長く行う防災活動を展開する。 

 また、その推進に当たっては、時機に応じた重点課題及び実施方針を定め、関係機関等の連携

の強化を図る。 

 

 

県及び指定地方公共機関等と相互に密接な連携を図る。また、他の自治体とも連携を図り、広

域的な視点で防災対策の推進を図るよう努める。 

 

 

本計画は、村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（以下「地区居

住者等」という。）が共同で行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材

の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防

災活動に関する計画（以下「地区防災計画」という。）について定めることができる。 

 地区居住者等は、共同して、村防災会議に対し、村防災計画に地区防災計画を定めることを提

案することができる。 

 村防災会議は、遅滞なく、地区居住者等の提案を踏まえて村防災計画に地区防災計画を定め

る必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、村防災計画に地区防災計画

を定めなければならない。 

 

 

この計画は、読谷村の職員及び関係行政機関、関係公共機関、その他防災に関する主要な施設

の管理者等に、周知徹底させるとともに、特に必要と認める事項については、災害対策基本法第

42 条第４項に定める公表のほか、村民に周知徹底するように努めるものとする。 

○職員初動マニュアル作成並びに訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証 

○計画、職員初動マニュアルの定期的な点検並びに点検や訓練から得られた関係機関の調

整に必要な事項や教訓等の反映 
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【災害対策基本法第 42 条】

第四十二条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町

村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地

域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画

又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その

他防災上重要な施設の管理者（次項第四項において「当該市町村等」という。）の処理すべき

事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練そ

の他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、

消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当

該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）が共

同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生

した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画

（同条において「地区防災計画」という。）について定めることができる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生した場合において当

該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するも

のとする。 

５ 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速

やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県

防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要

な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正す

る場合について準用する。 

 

 


